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談
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職

くらしの情報

名　　　称 所在地 使用料 管理料（年間） ◎カロート設置
三 昧 場 墓 地 薬師寺3024番地 80,000円 2,000円 無
柴 南 霊 園 墓 地 柴77番地3 270,000円 850円 有
サ イ 川 霊 園 墓 地 国分寺367番地3 230,000円 850円 有
柴 木 間 内 墓 地 柴77番地1 170,000円 850円 無

す が た 川 霊 園 墓 地 中大領688番地 320,000円 3,000円（普通）
4,000円（芝生） 有

す
が
た
川
霊
園
墓
地
の
新
規
区

画
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。
平
成

26
年
度
供
用
開
始
に
向
け
て
新
た

に
『
芝
生
墓
地
』
約
1
3
0
区
画

が
造
成
さ
れ
ま
す
。

使
用
者
募
集
に
つ
い
て
決
定
次

第
、
広
報
紙
等
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　
　

募
集
中

市
で
は
5
つ
の
市
営
墓
地
（
下

記
）
に
つ
い
て
、
使
用
の
申
し
込

み
を
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

■
墓
所
共
通
内
容

⑴
使
用
料
は
、
墓
所
を
使
用
で
き

る
権
利
で
、
土
地
の
所
有
権
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

⑵
管
理
料
は
、
共
用
施
設
の
除
草

等
、
墓
地
を
管
理
す
る
た
め
の
費

用
で
す
。

⑶
使
用
料
及
び
管
理
料
は
、
墓
地

使
用
許
可
後
に
納
入
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

◎カロート：骨壺を収めるためのコンクリート製の設備すがた川霊園墓地（芝生墓地）

すがた川霊園墓地（普通墓地）

■下野市市営墓地

す
が
た
川
霊
園
墓
地

第
三
期
工
事
着
工
！

■
申
し
込
み
の
資
格

⑴
本
市
に
引
き
続
き
3
年
以
上
住

所
を
有
す
る
方

⑵
同
一
世
帯
に
市
営
墓
地
の
許
可

を
受
け
て
い
る
人
が
い
な
い
方

（
他
の
市
営
墓
地
か
ら
の
改
葬
は

除
く
）

■
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の

⑴
市
営
墓
地
使
用
許
可
申
請
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

⑵
申
込
者
本
人
の
住
民
票
の
写
し

（
本
籍
記
載
の
も
の
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

生
活
安
全
課

☎（
40
）5
5
5
5

広告


